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諮問第１号 

 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法律

第139号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

 

令和８年２月２５日提出 

 

 

 

                   筑紫野市長  平 井 一 三 

 

記 

           

氏  名    稗
ひえ

 田
だ

 多佳子
た か こ

（６５歳） 

 

住  所    筑紫野市天拝坂 

 

 

 

 

 

 

理 由 

北橋登志子氏が令和８年６月３０日をもって任期満了となるため 
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経 歴 書 

 

 

氏  名  稗
ひえ

 田
だ

 多佳子
た か こ

（６５歳） 

住  所  筑紫野市天拝坂 

 

学     歴 

昭和５６年 ３月  中村学園短期大学幼児教育科卒業 

 

職     歴 

昭和５９年 ４月  筑紫野市採用  

二日市乳児保育所、京町保育所、二日市保育所、下見保育所、 

二日市保育所、下見保育所、二日市保育所、下見保育所 

平成２８年 ４月  筑紫野市立下見保育所所長 

平成３０年 ４月  筑紫野市立京町保育所所長 

令和 ２年 ４月  筑紫野市立二日市保育所所長 

令和 ３年 ３月  筑紫野市退職 

令和 ３年 ４月  筑紫野市再任用職員採用 現在に至る 

          京町保育所 

 

公職歴・その他 

昭和５６年 ３月  保育士資格取得 
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同意第１号 

 

 

筑紫野市監査委員の選任について 

 

 

下記の者を筑紫野市監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

 

令和８年２月２５日提出 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三 

 

記 

 

氏  名    平
ひら

 山
やま

 秀
ひで

 行
ゆき

（６８歳） 

 

住  所    筑紫野市大字山家 

 

 

 

 

 

 

理 由 

段上信章氏が令和８年３月３１日をもって任期満了となるため 
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経 歴 書 

 

 

氏  名  平
ひら

 山
やま

 秀
ひで

 行
ゆき

（６８歳） 

住  所  筑紫野市大字山家 

 

学     歴 

昭和５５年 ３月  西南学院大学経済学部経済学科卒業 

 

職     歴 

昭和５７年 ６月  筑紫野市採用 

          衛生課、税務課、水道局、水道課、管理課、解放センター、 

企画調整課、行政管理課、財政課、企画財政課 

平成２０年 ４月  総合政策部企画財政課長補佐 

平成２２年 ４月  総合政策部企画財政課長 

平成２４年 ４月  総務部財政課長 

平成２６年 ４月  監査委員事務局長 

平成３０年 ３月  筑紫野市退職 

 

公職歴・その他 

平成３０年 ４月  山家２区 区長就任 

令和 ２年 ３月  山家２区 区長退任 

令和 ３年 ４月  山家財産区議会議員 現在に至る 

令和 ３年 ５月  山家コミュニティ運営協議会事務局長就任 

令和 ６年 ８月  筑紫野市土地開発公社監事就任 現在に至る 

令和 ７年 ５月  山家コミュニティ運営協議会事務局長退任 

令和 ７年 ６月  筑紫農業協同組合監事就任 現在に至る 
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同意第２号 

 

 

筑紫野市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

下記の者を筑紫野市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法

（昭和25年法律第226号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

 

令和８年２月２５日提出 

 

 

 

筑紫野市長  平 井 一 三   

 

記 

 

氏  名    内
うち

 野
の

 公
きみ

 子
こ

（６５歳） 

 

住  所    筑紫野市筑紫駅前通 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 内野公子氏が令和８年４月１３日をもって任期満了となるため 
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経 歴 書 

 

 

氏  名  内
うち

 野
の

 公
きみ

 子
こ

（６５歳） 

住  所  筑紫野市筑紫駅前通 

 

学     歴 

昭和５８年 ３月  産業医科大学医療技術短期大学衛生技術学科卒業 

 

職     歴 

昭和５８年 ４月  公益財団法人福岡労働衛生研究所採用 

昭和６１年 ３月  公益財団法人福岡労働衛生研究所退職 

平成２５年 ７月  遠藤隆文税理士事務所勤務 

令和 ３年 ５月  遠藤隆文税理士事務所退社 

令和 ３年 ６月  内野公子税理士事務所開設 現在に至る 

 

公職歴・その他 

平成２０年１２月  税理士資格取得 

令和 ６年 ４月  筑紫野市固定資産評価審査委員会委員就任 現在に至る 
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同意第３号 

 

 

筑紫野市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

下記の者を筑紫野市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法

（昭和25年法律第226号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

 

令和８年２月２５日提出 

 

 

 

筑紫野市長  平 井 一 三   

 

記 

 

氏  名    大
おお

 楠
ぐす

 由
ゆ

美
み

子
こ

（６０歳） 

 

住  所    朝倉郡筑前町中牟田 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 米永隆司氏が令和８年３月１１日をもって任期満了となるため 

- 13 -



 

経 歴 書 

 

 

氏  名  大
おお

 楠
ぐす

 由
ゆ

美
み

子
こ

（６０歳） 

住  所  朝倉郡筑前町中牟田 

 

学     歴 

昭和６３年 ３月  福岡大学商学部商学科卒業 

 

職     歴 

昭和６３年 ４月  住友信託銀行株式会社福岡支店入社 

平成 ４年 ８月  住友信託銀行株式会社福岡支店退社 

平成１０年１１月  株式会社九銀不動産鑑定所入社 

令和 ７年 ７月  株式会社九銀不動産鑑定所退社 

令和 ７年 ８月  あさくら不動産鑑定所開業 現在に至る 

 

公職歴・その他 

平成１４年 ２月  不動産鑑定士資格取得 

平成２３年 １月  佐賀県固定資産評価審議会委員就任 現在に至る 

平成２４年 ９月  福岡県固定資産評価審議会委員就任 

平成２９年 ５月  春日市空家等対策協議会委員就任 現在に至る 

平成２９年１０月  福岡県土地収用事業認定審議会委員就任 現在に至る 

平成２９年１１月  福岡国税局土地評価審議会委員就任 現在に至る 

令和 ３年 ５月  国有財産九州地方審議会委員就任 現在に至る 

令和 ３年１０月  福岡県固定資産評価審議会委員退任 

令和 ５年 ４月  福岡市固定資産評価審査委員会委員就任 現在に至る 
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同意第４号 

 

 

筑紫野市二日市財産区管理委員の選任について 

 

 

 下記の者を筑紫野市二日市財産区管理委員に選任したいので、筑紫野市二日市財

産区管理会条例（昭和30年筑紫野町条例第16号）第３条の規定により、議会の同意

を求める。 

 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

 

                    筑紫野市長  平 井 一 三   

 

記 

 

氏  名    中
なか

 嶋
じま

  清
きよし

（８０歳） 

 

住  所    筑紫野市塔原東 

 

 

 

 

 

理 由 

現委員の任期が令和８年３月１９日をもって満了となるため 
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経 歴 書 

 

 

氏  名  中
なか

 嶋
じま

  清
きよし

（８０歳） 

住  所  筑紫野市塔原東 

 
学     歴 

昭和４３年 ３月  立命館大学法学部法学科卒業 

 
職     歴 

昭和４３年 ４月  株式会社長崎銀行入社 
平成１３年 ６月  株式会社長崎銀行退社 

平成１３年 ７月  若松港湾工業株式会社入社 

平成１６年 ６月  若松港湾工業株式会社退社 

平成１６年 ９月  株式会社損害保険リサーチ入社 
平成２５年 ６月  株式会社損害保険リサーチ退社 

 
公職歴・その他 

平成２５年 ４月  六反区長就任 現在に至る 
令和 ４年 ３月  筑紫野市二日市財産区管理委員就任 現在に至る 
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同意第５号 

 

 

筑紫野市二日市財産区管理委員の選任について 

 

 

 下記の者を筑紫野市二日市財産区管理委員に選任したいので、筑紫野市二日市財

産区管理会条例（昭和30年筑紫野町条例第16号）第３条の規定により、議会の同意

を求める。 

 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

 

                    筑紫野市長  平 井 一 三   

 

記 

 

氏  名    小
お

 田
だ

 ス
す

ヱ
え

子
こ

（７６歳） 

 

住  所    筑紫野市二日市北 

 

 

 

 

 

理 由 

現委員の任期が令和８年３月１９日をもって満了となるため 
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経 歴 書 

 

 

氏  名  小
お

 田
だ

 ス
す

ヱ
え

子
こ

（７６歳） 

住  所  筑紫野市二日市北 

 

学     歴 

昭和４７年 ３月  中村学園大学家政学部食物栄養科卒業 

 

職     歴 

昭和４７年 ４月  一般財団法人日本環境衛生センター入社 

昭和５５年 ５月  一般財団法人日本環境衛生センター退社 

 

公職歴・その他 

平成２５年 ４月  京町区長就任 

令和 ３年 ３月  京町区長退任 

令和 ４年 ３月  筑紫野市二日市財産区管理委員就任 現在に至る 
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同意第６号 

 

 

筑紫野市二日市財産区管理委員の選任について 

 

 

 下記の者を筑紫野市二日市財産区管理委員に選任したいので、筑紫野市二日市財

産区管理会条例（昭和30年筑紫野町条例第16号）第３条の規定により、議会の同意

を求める。 

 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

 

                    筑紫野市長  平 井 一 三   

 

記 

 

氏  名    畑
はた

 添
ぞえ

 和
かず

 敏
とし

（７４歳） 

 

住  所    筑紫野市武蔵 

 

 

 

 

 

理 由 

現委員の任期が令和８年３月１９日をもって満了となるため 
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経 歴 書 

 

 

氏  名  畑
はた

 添
ぞえ

 和
かず

 敏
とし

（７４歳） 

住  所  筑紫野市武蔵 

 
学     歴 

昭和４４年 ３月  福岡農業高等学校卒業 

 
職     歴 

昭和４４年 ４月  筑紫農業協同組合採用 
昭和４５年 ３月  筑紫農業協同組合退職 

昭和４６年 １月  全国農業協同組合連合会採用 

平成１５年 ３月  全国農業協同組合連合会退職 

平成１５年 ９月  株式会社大分ＭＰＣ入社 

平成１７年 ３月  株式会社大分ＭＰＣ退社 

平成２１年 ５月  整体院ほぐし館開業 現在に至る  

 
公職歴・その他 

平成２２年 ３月  二日市財産区管理委員就任 現在に至る 

平成２５年 ４月  武蔵区長就任 

平成２７年 ９月  武蔵財産区議会議員就任 現在に至る 

令和 ７年 ３月  武蔵区長退任 
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同意第７号 

 

 

筑紫野市二日市財産区管理委員の選任について 

 

 

 下記の者を筑紫野市二日市財産区管理委員に選任したいので、筑紫野市二日市財

産区管理会条例（昭和30年筑紫野町条例第16号）第３条の規定により、議会の同意

を求める。 

 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

 

                    筑紫野市長  平 井 一 三   

 

記 

 

氏  名    石
いし

 内
うち

 孝
たか

 典
のり

（８２歳） 

 

住  所    筑紫野市湯町 

 

 

 

 

 

理 由 

現委員の任期が令和８年３月１９日をもって満了となるため 
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経 歴 書 

 

 

氏  名  石
いし

 内
うち

 孝
たか

 典
のり

（８２歳） 

住  所  筑紫野市湯町 

 
学     歴 

昭和３７年 ３月  福岡工業高等学校卒業 

 
職     歴 

昭和３８年 ３月  八幡製鐵株式会社入社 
昭和４５年 ３月  新日本製鐵株式会社に社名変更 

平成１０年１２月  新日本製鐵株式会社退社 

平成１１年 １月  新日鉄情報通信システム株式会社入社 

平成１３年 ４月  新日鉄ソリューションズ株式会社に社名変更 
平成１５年１２月  新日鉄ソリューションズ株式会社退社 

   
公職歴・その他 

平成１８年 ９月  筑紫野市武蔵財産区議会議員就任 
平成１９年１２月  民生委員・児童委員就任 

平成２２年１２月  天拝地区民生委員児童委員協議会会長就任 

平成２５年１２月  筑紫野市民生委員児童委員連合会会長就任 

令和 元年 ９月  筑紫野市武蔵財産区議会議員退任 
令和 元年１１月  天拝地区民生委員児童委員協議会会長退任 

筑紫野市民生委員児童委員連合会会長退任 

令和 ４年１１月  民生委員・児童委員退任 
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同意第８号 

 

 

筑紫野市二日市財産区管理委員の選任について 

 

 

 下記の者を筑紫野市二日市財産区管理委員に選任したいので、筑紫野市二日市財

産区管理会条例（昭和30年筑紫野町条例第16号）第３条の規定により、議会の同意

を求める。 

 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

 

                    筑紫野市長  平 井 一 三   

 

記 

 

氏  名    田
た

 代
しろ

 邦
くに

 夫
お

（７６歳） 

 

住  所    筑紫野市二日市中央 

 

 

 

 

 

理 由 

現委員の任期が令和８年３月１９日をもって満了となるため 
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経 歴 書 

 

 

氏   名  田
た

 代
しろ

 邦
くに

 夫
お

（７６歳） 

住   所  筑紫野市二日市中央 

 
学     歴 

昭和４７年 ３月  福岡大学工学部土木工学科卒業 

 
職     歴 

昭和４７年 ７月  前田設計株式会社入社 
昭和５５年１２月  前田設計株式会社退社 

昭和５６年 １月  田代設計設立 

昭和５７年 ５月  田代設計を改め株式会社田代設計事務所設立 

平成２３年 ４月  一般社団法人筑紫野市体育協会入社 
平成２４年１０月  株式会社田代設計事務所解散 

平成２６年 ３月  一般社団法人筑紫野市体育協会退社 

 
公職歴・その他 

平成１０年１２月  民生委員・児童委員就任 

平成１６年１２月  二日市地区民生委員児童委員協議会会長就任 

平成２２年１１月  二日市地区民生委員児童委員協議会会長退任 

          民生委員・児童委員退任 
平成２６年 ６月  筑紫野市教育委員会委員就任 

令和 ３年 ４月  旭町区長就任 

令和 ５年 ３月  筑紫野市教育委員会委員退任 

令和 ７年 ３月  旭町区長退任 
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同意第９号 

 

 

筑紫野市二日市財産区管理委員の選任について 

 

 

 下記の者を筑紫野市二日市財産区管理委員に選任したいので、筑紫野市二日市財

産区管理会条例（昭和30年筑紫野町条例第16号）第３条の規定により、議会の同意

を求める。 

 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

 

                    筑紫野市長  平 井 一 三   

 

記 

 

氏  名    伊
い

 東
とう

 定
さだ

 敏
とし

（６４歳） 

 

住  所    筑紫野市紫 

 

 

 

 

 

理 由 

現委員の任期が令和８年３月１９日をもって満了となるため 
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経 歴 書 

 

 

氏  名  伊
い

 東
とう

 定
さだ

 敏
とし

（６４歳） 

住  所  筑紫野市紫 

 

学     歴 

昭和５６年 ３月  九州産業大学付属九州高等学校卒業 

 

職     歴 

昭和５６年 ４月  北部九州いすゞモーター株式会社入社 

昭和５８年 ２月  北部九州いすゞモーター株式会社退社 

昭和５８年 ３月  株式会社ダイエー入社 

昭和６０年 ２月  株式会社ダイエー退社 

昭和６０年 ４月  有限会社倉本眼鏡入社 

昭和６１年１０月  有限会社倉本眼鏡退社 

昭和６２年 ３月  めがねのイトウ開業 

平成 元年１０月  有限会社リバーサイドに社名変更 

有限会社リバーサイド代表取締役就任 

平成 ５年１０月  有限会社ピュアメッセージ開業 

有限会社ピュアメッセージ代表取締役就任 

令和 ３年 ５月  有限会社御石ヶ澤温泉取締役就任 

令和 ４年 ７月  有限会社リバーサイド代表取締役退任 

令和 ７年１０月  有限会社ピュアメッセージ解散 

          有限会社ピュアメッセージ代表取締役退任 

 

公職歴・その他 

令和 ７年 ４月  紫区長就任 現在に至る 
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同意第１０号 

 

 

筑紫野市二日市財産区管理委員の選任について 

 

 

 下記の者を筑紫野市二日市財産区管理委員に選任したいので、筑紫野市二日市財

産区管理会条例（昭和30年筑紫野町条例第16号）第３条の規定により、議会の同意

を求める。 

 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

 

                    筑紫野市長  平 井 一 三   

 

記 

 

氏  名    藤
とう

  雄
ゆう

 一
いち

（６０歳） 

 

住  所    筑紫野市湯町 

 

 

 

 

 

理 由 

現委員の任期が令和８年３月１９日をもって満了となるため 
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経 歴 書 
 

 

氏  名   藤
とう

  雄
ゆう

 一
いち

（６０歳） 

住  所  筑紫野市湯町 

 
学     歴 

昭和６３年１０月  久留米大学商学部商学科卒業 

 
職     歴 

平成 元年 ４月  株式会社コーユービジネス入社 現在に至る 

 
公職歴・その他 

令和 ３年 ４月  湯町区長就任 現在に至る 

令和 ５年１２月  筑紫野市平等寺山財産区管理委員就任 現在に至る 
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報告第１号 

 

 

専決処分の承認について 

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

令和８年２月２５日提出 

 

 

 

筑紫野市長  平 井 一 三 
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専決第１号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第１７９条第１項の規定により、次のとお

り専決処分する。 

 

記 

 

令和７年度筑紫野市一般会計補正予算（第９号） 

 

 

令和８年１月２３日専決 

 

 

 

筑紫野市長  平 井 一 三   
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令和７年度筑紫野市一般会計補正予算（第９号） 
 
 
 

令和７年度筑紫野市一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 
 

（歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３３，０３８千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ４５，８１０，０３４千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
 
 
 
 
 
 

令和８年１月２３日 
 

筑紫野市長 平 井 一 三 
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　　入 （単位：千円）

 17 県支出金 4,431,159 33,038 4,464,197

  3 委託金 265,080 33,038 298,118

41,345,837 0 41,345,837

45,776,996 33,038 45,810,034

計

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額
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歳　　出 （単位：千円）

  2 総務費 6,486,649 33,038 6,519,687

  5 選挙費 37,888 33,038 70,926

39,290,347 0 39,290,347

45,776,996 33,038 45,810,034

計

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額
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歳入歳出補正予算事項別明細書  
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総　　括

　（歳　　入）

（単位：千円）

1 １５，３２２，１７３ １５，３２２，１７３

2 ２６０，６８０ ２６０，６８０

3 ３，６７０ ３，６７０

4 ８２，５００ ８２，５００

5 ７８，６１２ ７８，６１２

6 ２０１，６０４ ２０１，６０４

7 ２，３２０，０９３ ２，３２０，０９３

8 ５０，２４７ ５０，２４７

9 ４７，６６４ ４７，６６４

10 １，５２４ １，５２４

11 １３６，７４６ １３６，７４６

12 ５，０６３，８２０ ５，０６３，８２０

13 ２０，０００ ２０，０００

14 ３７０，１７３ ３７０，１７３

15 ５６３，５４７ ５６３，５４７

16 １１，２２３，９５７ １１，２２３，９５７

17 ４，４３１，１５９ ３３，０３８ ４，４６４，１９７

18 ２９５，０７２ ２９５，０７２

19 １，０２５，８７５ １，０２５，８７５

20 １，６１０，５７０ １，６１０，５７０

21 ９５７，８５２ ９５７，８５２

22 ８２４，５５８ ８２４，５５８

23 ８８４，９００ ８８４，９００

４５，７７６，９９６ ３３，０３８ ４５，８１０，０３４

地 方 譲 与 税

款 補正前の額 補　正　額 計

市 税

分 担 金 及 び 負 担 金

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

法 人 事 業 税 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

環 境 性 能 割 交 付 金

国有提供施設等所在市町村助成
交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

繰 越 金

諸 収 入

市 債

歳　入　合　計

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金
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　（歳　　出）

1 ２８７，５８７ ２８７，５８７

2 ６，４８６，６４９ ３３，０３８ ６，５１９，６８７

3 ２１，８９８，５１７ ２１，８９８，５１７

4 ３，５４１，４２６ ３，５４１，４２６

5 ４９９，２２３ ４９９，２２３

6 ６５３，７５４ ６５３，７５４

7 ２，１５５，００１ ２，１５５，００１

8 １，３９５，０３２ １，３９５，０３２

9 ６，５５２，５８３ ６，５５２，５８３

10 ７６，３３５ ７６，３３５

11 ２，２００，８８９ ２，２００，８８９

12 ３０，０００ ３０，０００

４５，７７６，９９６ ３３，０３８ ４５，８１０，０３４

商 工 費

款 補正前の額 補　正　額 計

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

農 林 水 産 業 費

歳　出　合　計

土 木 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

予 備 費
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（単位：千円）

３３，０３８

３３，０３８

補　正　額　の　財　源　内　訳

特 定 財 源
一　般　財　源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
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２　歳　　入

1 総務費委託金 264,133 33,038 297,171

（款）  17  県支出金 （項）   3  委託金

目 補正前の額 補　正　額 計

 17款 県支出金　  3項 委託金

計 265,080 33,038 298,118
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（単位：千円)

金　　額

5 選挙費委託金　　　　　　 33,038 衆議院議員選挙執行経費委託金(10/10)補正増 33,038

　　　

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　分

 17款 県支出金　  3項 委託金

- 39 -



３　歳　　出

国県支出金 地 方 債 そ の 他

4 衆議院議員選 0 33,038 33,038 33,038 0
挙費 県支出金

33,038

（款）   2  総務費 （項）   5  選挙費

目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

  2款 総務費　  5項 選挙費

計 37,888 33,038 70,926 33,038 0
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（単位：千円)

1 報酬　　　 3,615
　　　　　

3 職員手当等 10,654     1 報酬補正増 3,615
　　　　　 　　　　会計年度任用職員報酬補正増 2,580

8 旅費　　　 287 　　　　　会計年度任用職員補正増 2,580
　　　　　 　　　　非常勤職員報酬補正増 1,035

10 需用費　　 1,779 　　　　　期日前投票管理者報酬補正増 141
　　　　　 　　　　　期日前投票立会人報酬補正増 269

11 役務費　　 12,689 　　　　　投票管理者報酬補正増 1
　　　　　 　　　　　投票立会人報酬補正増 397

12 委託料　　 2,742 　　　　　開票管理者報酬補正増 25
　　　　　 　　　　　開票立会人報酬補正増 202

13 使用料及び 1,272     8 旅費補正増 287
賃借料 　　　　費用弁償補正増 209

　　　　普通旅費補正増 10
　　　　会計年度任用職員費用弁償補正増 68
   10 需用費補正増 1,779
　　　　消耗品費補正増 803
　　　　燃料費補正増 43
　　　　食糧費補正増 3
　　　　印刷製本費補正増 330
　　　　修繕料補正増 600
   11 役務費補正増 12,689
　　　　郵便料補正増 7,890
　　　　手数料補正増 4,799
   12 委託料補正増 2,742
　　　　運営管理委託料補正増 2,742
　　　　　選挙広報等配送委託料補正増 2,322
　　　　　投開票所駐車場警備委託料補正増 184
　　　　　選挙巡回啓発委託料補正増 236
   13 使用料及び賃借料補正増 1,272
　　　　建物借上料補正増 3
　　　　機械借上料補正増 1,239
　　　　会場借上料補正増 30

    3 職員手当等補正増 10,654
　　　　時間外勤務手当補正増 10,054
　　　　　一般職補正増 10,054
　　　　休日勤務手当補正増 600
　　　　　一般職補正増 600

  1 衆議院議員選挙執行事業（選挙管理委員会事務局）補正増      22,384

節

説　　　明
区 分 金 額

 

  2款 総務費　  5項 選挙費

 
 80 職員給与費（選挙事務）補正増                              10,654
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１　特別職

報　酬 給　料 地域手当 期末手当
退職手当組合
負　 担　 金 計

長　等 2 20,100 1,206 7,458 6,030 34,794 1,788

議　員 22 120,874 42,295 163,169 32,244

その他 1,696 118,638 8,160 490 3,028 2,448 132,764 841

計 1,720 239,512 28,260 1,696 52,781 8,478 330,727 34,873

長　等 2 20,100 1,206 7,458 6,030 34,794 1,788

議　員 22 120,874 42,295 163,169 32,244

その他 1,638 117,603 8,160 490 3,028 2,448 131,729 841

計 1,662 238,477 28,260 1,696 52,781 8,478 329,692 34,873

長　等 0 0 0 0 0 0 0 0

議　員 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 58 1,035 0 0 0 0 1,035 0

計 58 1,035 0 0 0 0 1,035 0

２　一般職

（１）総括

報　酬 給　料 職員手当
退職手当組合
負　 担　 金 計

(581)

615

(571)

615

(10)

0

区分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
時間外勤務
手　　　当

休日勤務
手　　当

管理職手当
期末勤勉
手　　当

管理職員特別
勤 務 手 当

合　　計 備　考

補正後 50,085 138,143 44,927 58,220 227,944 7,027 37,772 1,175,592 2,599 1,742,309

補正前 50,085 138,143 44,927 58,220 217,890 6,427 37,772 1,175,592 2,599 1,731,655

比　較 0 0 0 0 10,054 600 0 0 0 10,654

※(　)内は、フルタイム勤務者と比べて一週間当たりの勤務時間数が短い職員（外数）

（単位：千円）

職員
手当
の
内訳

5,883,074

比　　　較 2,580 0 10,654 0 13,234 0 13,234

補　正　前 729,104 2,224,696 1,731,655 266,101 4,951,556 931,518

補　正　後 731,684 2,224,696 1,742,309 266,101 4,964,790

備　考

比　較

0

0

1,035

1,035

（単位：千円）

931,518 5,896,308

補正前

36,582

195,413

132,570

364,565

区分
職員数
（人）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　　計

給　与　費　明　細　書

（単位：千円）

区　　分
職員数
（人）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　　計 備　考

補正後

36,582

195,413

133,605

365,600
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ア　会計年度任用職員以外の職員

給　料 職員手当
退職手当組合
負　 担　 金

計

(9)

455

(9)

455

(0)

0

区分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
時間外勤務
手　　　当

休日勤務
手　　当

管理職手当
期末勤勉
手　　当

管理職員特別
勤 務 手 当

合　　計 備　考

補正後 50,085 111,761 44,927 43,307 221,417 5,597 37,772 791,385 2,599 1,308,850

補正前 50,085 111,761 44,927 43,307 211,363 4,997 37,772 791,385 2,599 1,298,196

比　較 0 0 0 0 10,054 600 0 0 0 10,654

※(　)内は、暫定再任用短時間勤務職員および定年前再任用短時間勤務職員数（外数）

イ　会計年度任用職員

報　酬 給　料 職員手当
退職手当組合
負　 担　 金

(572)

160

(562)

160

(10)

0

区分 地域手当 通勤手当
時間外勤務
手　　　当

休日勤務
手　　当

期末勤勉
手　　当

備　考

補正後 26,382 14,913 6,527 1,430 384,207

補正前 26,382 14,913 6,527 1,430 384,207

比　較 0 0 0 0 0

※（　）内は、フルタイム勤務者と比べて一週間当たりの勤務時間数が短い職員（外数）

0 2,580

（単位：千円）

職員
手当
の
内訳

合　　計

433,459

433,459

0

比　　　較 2,580 0 0 0 2,580

補　正　前 729,104 439,589 433,459 53,131 1,655,283 294,792 1,950,075

補　正　後 731,684 439,589 433,459 53,131 1,657,863 294,792 1,952,655

10,654

（単位：千円）

職員
手当
の
内訳

（単位：千円）

区分
職員数
（人）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　　計

比　　　較 0 10,654 0 10,654 0

備　考
計

3,943,653

補　正　前 1,785,107 1,298,196 212,970 3,296,273 636,726 3,932,999

補　正　後 1,785,107 1,308,850 212,970 3,306,927 636,726

（単位：千円）

区分
職員数
（人）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　　計 備　考
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（余白） 
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報告第２号 

 

 

   専決処分の承認について 

 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 45 -



専決第２号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第１７９条第１項の規定により、次のとお

り専決処分する。 

 

記 

 

令和７年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第３号） 

 

 

令和８年２月６日専決 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   

- 46 -



 
 

- 47 -



- 48 -



- 49 -



- 50 -



- 51 -



- 52 -



- 53 -



- 54 -



- 55 -



- 56 -



- 57 -



（余白） 
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議案第２号 

 

 

福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少 

及び規約の変更について 

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定により、令和８年３月31

日を限り、福岡県市町村職員退職手当組合から久留米市外三市町高等学校組合を脱

退させ、令和８年４月１日から、福岡県市町村職員退職手当組合規約を別紙のとお

り変更する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   

 

 

 

 

 

提案理由 

 令和８年３月31日を限り、久留米市外三市町高等学校組合が解散されることに伴

い、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数を減少し、また、

令和８年４月１日から、久留米広域市町村圏事務組合が名称を変更することに伴い、

福岡県市町村職員退職手当組合規約を変更するため、地方自治法第290条の規定に

より議会の議決を求めるものである。 
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福岡県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 
 

 福岡県市町村職員退職手当組合規約（昭和 36 年県指令 36 地第 903 号許可）の一部 
を次のように変更する。 
 別表第１粕屋郡の項を次のように改める。 

 糟屋郡 宇美町，篠栗町，志免町，須恵町，新宮町，粕屋町，久山町，糟屋郡自治

会館組合，古賀高等学校組合，糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合，北筑昇

華苑組合，粕屋南部消防組合，粕屋北部消防組合，須恵町外二ヶ町清掃施

設組合 

別表第１三井郡の項中「，久留米市外三市町高等学校組合」を削り，同表その他の

項中「久留米広域市町村圏事務組合」を「久留米広域消防組合」に改める。 

 別表第２第４区の項中「久留米市外三市町高等学校組合」を削り，「久留米広域市

町村圏事務組合」を「久留米広域消防組合」に改める。 

 

   附 則 

 この規約は，令和８年４月１日から施行する。 
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議案第３号 

 

 

   筑紫野市職員等の旅費に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条    

   例の一部を改正する条例の制定について                 

 

 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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筑紫野市職員等の旅費に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例    

の一部を改正する条例 

(令和  年  月  日条例第  号) 

 

 

(筑紫野市職員等の旅費に関する条例の一部改正) 

第1条 筑紫野市職員等の旅費に関する条例(平成3年筑紫野市条例第37号)の一部を次

のように改正する。 

題目の次に次の目次を付する。 

目次  

第1章 総則(第1条－第8条) 

  第2章 内国旅行の旅費(第9条－第15条) 

  第3章 外国旅行の旅費(第16条) 

  第4章 雑則(第17条－第21条) 

  附則 

第2条第1号中「市」を「筑紫野市(以下「市」という。)」に改め、同条に次の1

号を加える。 

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1 

項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において

「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に

対して旅行に係る役務を旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業

者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約を

いう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。 

第3条第1項中「出張した」を「旅行した」に改め、同条第2項中「各号の一」を

「各号のいずれか」に改め、同条第5項中「旅費の」の前に「第1項、第2項及び前

項の規定により」を加え、「その出発前に」を「次条第3項の規定により」に、

「を変更(取消を含む。以下同じ。)された場合において当該」を「の変更(取消し

を含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場

合その他規則で定める場合には、当該」に、「損失となった」を「損失となる金

額又は支出を要する」に改め、同条第6項中「これを」を削り、同条に次の1項を

加える。 
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7 第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する場合において、市が旅行役務提供契

約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定

する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を

旅費に相当するものとして支払うことができる。 

第4条第3項中「旅行命令等を変更する」を「旅行命令等の変更をする」に、

「基づきこれを変更する」を「基づき、その変更をする」に改め、同条第4項中

「これを変更する」を「その変更をする」に、「を掲載し、これ」を「の記載又

は記録をし、当該事項」に、「提示しなければならない」を「通知しなければな

らない」に改め、同項ただし書中「当該旅行に関する事項を記載し、これを提示

する」を「当該事項の記載又は記録をする」に、「口頭により旅行命令等を発し、

又は変更することができる」を「、この限りでない」に改め、同条第5項を次のよ

うに改める。 

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿に記載又は記録をしなかった場合には、

できるだけ速やかに旅行命令簿に同項に定める事項の記載又は記録をしなけれ

ばならない。 

第5条第1項中「変更された」を「変更を受けた」に、「本条」を「この条」に

改める。 

第6条中「、車賃、日当及び宿泊料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費

及び宿泊手当」に改める。 

第9条から第13条までを次のように改める。 

(鉄道賃) 

第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」

という。)、急行料金及び座席指定料金並びに寝台料金並びにこれらの費用に付

随する費用による。 

(1) 乗車に要する運賃 

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定

する運賃のほか、急行料金 

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1

号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金 

(4) 寝台料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号 

に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する座席指定料金
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のほか、寝台料金 

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

2 前項第2号に規定する急行料金及び同項第3号に規定する座席指定料金は、旅行

命令等に従った場合に特別急行列車又は普通急行列車を実際に利用することが

できるときに限り、支給する。 

(船賃) 

第10条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。

以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金並びに

これらの費用に付随する費用による。 

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃 

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃 

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃 

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定す 

る運賃のほか、現に支払った寝台料金 

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前

各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金 

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

(航空賃) 

第11条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び座席指定料金並びにこ

れらの費用に付随する費用による。 

(1) 搭乗に要する運賃 

(2) 座席指定料金を徴する場合には、前号に掲げる運賃のほか、座席指定料金 

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用 

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により

移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

(その他の交通費) 

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する

費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、公務の

ため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。 

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自 

動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行
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うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。

以下同じ。)を利用する移動に要する運賃 

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供す

る自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。)その他の旅客

を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する

運賃 

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用 

(宿泊費) 

第13条 宿泊費の額は、宿泊先の区分に応じた規則に定める基準額の範囲内の実

費額による。 

2 規則で定める特別の事情により前項の基準額を超える場合には、前項の規定に

かかわらず宿泊に要した実費額を支給する。 

3 宿泊費は、水路旅行及び航空旅行については、公務上又は天災その他やむを得

ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。 

第13条の次に次の2条を加える。 

(包括宿泊費) 

第13条の2 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費

用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による費用及び

当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。 

(宿泊手当) 

第13条の3 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、

その額は、規則に定める1夜当たりの定額とする。 

第14条に見出しとして「(費用弁償)」を付し、同条第1項中「別表第2の定額に

よる」を「規則に定める額とする」に改め、同条第2項中「前項」を「第12条」に

改め、同項に次のただし書を加える。 

 ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 

第18条を第21条とし、第17条第1項中「公用の交通機関、宿泊施設等を利用して

旅行した」を「市以外の者から旅費の支給を受ける」に改め、「当該」を削り、

同条を第19条とし、同条の次に次の1条を加える。 

(旅費の返納) 

第20条 旅費の支出をする者(以下「支出命令権者」という。)は、旅行者又は旅
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行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又

は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納

させなければならない。 

2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受

けた場合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令

権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、

当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。 

3 前項に規定する給与の種類は、筑紫野市職員の給与に関する条例(昭和32年筑

紫野町条例第11号)第3条に規定するものと同等とする。 

第4章中第19条の前に次の2条を加える。 

(旅費の支給額の上限) 

第17条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第9条

第1項各号、第10条各号、第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用につ

いて、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、

当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

2 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第7条並び

に第13条及び第13条の2の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当

該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

(随行旅費) 

第18条 職員等が筑紫野市長、筑紫野市副市長、筑紫野市教育委員会教育長、筑

紫野市議会議員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員

会の委員又はその他の委員に随行した場合は、当該職員等に対し、被随行者と

同額の旅費を支給することができる。 

別表第1及び別表第2を削る。 

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正) 

第2条 証人等の実費弁償に関する条例(平成3年筑紫野市条例第29号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第2条第2項ただし書を削る。 

附 則 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。 
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議案第４号 

 

 

   筑紫野市犯罪被害者等支援条例の制定について 

 

 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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筑紫野市犯罪被害者等支援条例 

(令和  年  月  日条例第  号) 

 

 

(目的) 

第1条 この条例は、筑紫野市(以下「市」という。)における犯罪被害者等の支援に

関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者

等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推

進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図ることを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 

(3) 二次的被害 犯罪被害者等が犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪

被害者等と接する行政若しくは司法機関の職員その他関係者又は報道等により

当該事件を知る者の偏見、無理解、差別等による心ない言葉や行動、インター

ネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により受け

る精神的な苦痛、心身の不調、名誉のき損、私生活の平穏の侵害、経済的な損

失等の被害をいう。 

(4) 関係機関等 国、県、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及び民間 

の団体をいう。 

(5) 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学している者並びに市内において事 

業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

(基本理念) 

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、そ

の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されな

ければならない。 

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害又は二次的被害

の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に

講じられなければならない。 
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3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な日常生活を取り戻すために必

要な支援を途切れることなく受けることができるよう講じられなければならない。 

4 犯罪被害者等の支援は、二次的被害を生じさせることのないよう行われるととも

に、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われ

なければならない。 

(市の責務) 

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪

被害者等の支援に関する施策を総合的に推進するものとする。 

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、関係機関等との連携及び協力に努めなけ

ればならない。 

(市民等の責務) 

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪

被害者等に対する支援の必要性について理解を深め、二次的被害が生じることのな

いよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に

関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(相談及び情報の提供等) 

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう

にするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な

情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとす

る。 

2 市は、前項に規定する支援を行うための窓口を設置するものとする。 

(犯罪被害者等見舞金) 

第7条 市は、犯罪被害者等に対して、経済的負担の軽減を図るため、規則で定める

ところにより、犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。 

(日常生活の支援) 

第8条 市は、犯罪被害者等が早期に平穏な日常生活を営むことができるようにする

ため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の心身の状況に応じた適切な福祉サービ

スの提供その他の必要な支援を行うものとする。 

(居住の安定) 

第9条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等

の居住の安定を図るため、必要な支援を行うものとする。 
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(広報及び啓発) 

第10条 市は、犯罪被害者等に対する支援の必要性について市民等の理解を深め、犯

罪被害者等を地域社会で孤立させないようにするとともに、二次的被害を防止する

ため、広報及び啓発に努めるものとする。 

(支援の制限) 

第11条 市は、次に掲げる場合においては、犯罪被害者等の支援を行わないことがで

きる。 

(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他当該被害につき犯罪被害者等に

その責めに帰すべき行為があった場合 

(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切

でないと認められる場合 

(委任) 

第12条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。 
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議案第５号 

 

 

   筑紫野市地域コミュニティ推進条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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筑紫野市地域コミュニティ推進条例の一部を改正する条例 

(令和  年  月  日条例第  号) 

 

 

筑紫野市地域コミュニティ推進条例(平成28年筑紫野市条例第17号)の一部を次のよ

うに改正する。 

別表中 

「 

 

 

 

 」 

を 

「 

 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 

附 則 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。 

二日市コミュニ

ティ運営協議会 

都府楼団地・杉塚・塔原・六反・本町・入舟・宮田

町・京町・曙町・松ヶ浦・中央・栄町・昭和・鳥居・

次田・大門・大坪・湯町・武蔵・上古賀・天拝坂 

二日市わがまち

協議会 

六反・本町・入舟・中央・栄町・昭和・鳥居・次田・

大坪・湯町・武蔵・上古賀 

二日市北コミュ

ニティ協議会 

宮田町・京町・曙町・松ヶ浦 

天拝ふるさと協

議会 

都府楼団地・杉塚・塔原・大門・天拝坂 

- 72 -



議案第６号 

 

 

   筑紫野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について     

 

 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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筑紫野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

(令和  年  月  日条例第  号) 

 

 

筑紫野市国民健康保険税条例(昭和34年筑紫野町条例第10号)の一部を次のように改

正する。 

第4条第1項中「100分の6.83」を「100分の7.12」に改める。 

第5条中「28,100円」を「30,863円」に改める。 

第6条第1号中「25,900円」を「27,901円」に改め、同条第2号中「12,950円」を

「13,950円」に改め、同条第3号中「19,425円」を「20,925円」に改める。 

第7条中「100分の2.80」を「100分の2.56」に改める。 

第7条の2中「12,300円」を「11,836円」に改める。 

第7条の3第1号中「10,700円」を「10,095円」に改め、同条第2号中「5,350円」を

「5,047円」に改め、同条第3号中「8,025円」を「7,571円」に改める。 

第8条中「100分の2.43」を「100分の2.30」に改める。 

第8条の2中「18,000円」を「17,546円」に改める。 

第22条第1項第1号ア中「19,670円」を「21,605円」に改め、同号イ中「18,130円」

を「19,531円」に、「9,065円」を「9,765円」に、「13,598円」を「14,648円」に改

め、同号ウ中「8,610円」を「8,286円」に改め、同号エ中「7,490円」を「7,067円」

に、「3,745円」を「3,533円」に、「5,618円」を「5,300円」に改め、同号オ中

「12,600円」を「12,283円」に改め、同項第2号ア中「14,050円」を「15,432円」に

改め、同号イ中「12,950円」を「13,951円」に、「6,475円」を「6,975円」に、

「9,713円」を「10,463円」に改め、同号ウ中「6,150円」を「5,918円」に改め、同

号エ中「5,350円」を「5,048円」に、「2,675円」を「2,524円」に、「4,013円」を

「3,786円」に改め、同号オ中「9,000円」を「8,773円」に改め、同項第3号ア中

「5,620円」を「6,173円」に改め、同号イ中「5,180円」を「5,581円」に、「2,590

円」を「2,790円」に、「3,885円」を「4,185円」に改め、同号ウ中「2,460円」を

「2,368円」に改め、同号エ中「2,140円」を「2,019円」に、「1,070円」を「1,010

円」に、「1,605円」を「1,515円」に改め、同号オ中「3,600円」を「3,510円」に改

め、同条第2項第1号ア中「4,215円」を「4,629円」に改め、同号イ中「7,025円」を

「7,716円」に改め、同号ウ中「11,240円」を「12,345円」に改め、同号エ中
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「14,050円」を「15,432円」に改め、同項第2号ア中「1,845円」を「1,775円」に改

め、同号イ中「3,075円」を「2,959円」に改め、同号ウ中「4,920円」を「4,734円」

に改め、同号エ中「6,150円」を「5,918円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。 
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（余白） 
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議案第７号 

 

 

   筑紫野市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について    

 

 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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筑紫野市保育所設置条例の一部を改正する条例 

(令和  年  月  日条例第  号) 

 

 

筑紫野市保育所設置条例(平成27年筑紫野市条例第11号)の一部を次のように改正す

る。 

第3条第2号中「市長」を「筑紫野市長(以下「市長」という。)」に改める。 

第5条を第7条とし、第4条の次に次の2条を加える。 

(乳児等通園支援事業の実施) 

第5条 市長は、規則に定める保育所において、児童福祉法第6条の3第23項に規定す

る乳児等通園支援事業を実施するものとする。 

(乳児等通園支援事業の利用料) 

第6条 市長は、乳児等通園支援事業を利用する児童の保護者から、規則に定める額

を利用料として徴収するものとする。 

附 則 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。 
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議案第８号 

 

 

   筑紫野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例    

   の一部を改正する条例の制定について                  

 

 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   

- 79 -



筑紫野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の    

一部を改正する条例 

(令和  年  月  日条例第  号) 

 

 

筑紫野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年筑

紫野市条例第14号)の一部を次のように改正する。 

第23条第2項中「修了した保育士」の次に「(福岡県の区域に係る法第18条の29に規

定する地域限定保育士を含む。)」を加える。 

第29条第1項、第31条第1項、第44条第1項及び第47条第1項中「保育士」の次に

「(福岡県の区域に係る法第18条の29に規定する地域限定保育士を含む。以下この条

において同じ。)」を加える。 

附則に次の見出し及び4条を加える。 

(小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例) 

第6条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第

27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していること

に鑑み、当分の間、第29条第2項各号又は第44条第2項各号に規定する数の合計数が

1となるときは、第29条第2項又は第44条第2項に規定する保育士の数は1人以上とす

ることができる。ただし、配置される保育士の数が1人となるときは、当該保育士

に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければ

ならない。 

第7条 前条の事情に鑑み、当分の間、第29条第2項又は第44条第2項に規定する保育

士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許

状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をい

う。)を有する者を、保育士とみなすことができる。 

第8条 附則第6条の事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する小規模

保育事業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この条において「小規模保

育事業所Ａ型等」という。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数

が当該小規模保育事業所Ａ型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならな

い保育士の数を超えるときは、第29条第2項又は第44条第2項に規定する保育士の数

の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、開
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所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければ

ならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。 

第9条 前2条の規定を適用するときは、保育士(法第18条の18第1項の登録を受けた者

をいい、第29条第3項若しくは第44条第3項又は前2条の規定により保育士とみなさ

れる者を除く。)を、保育士の数(前2条の規定の適用がないとした場合の第29条第2

項又は第44条第2項により算定されるものをいう。)の3分の2以上、置かなければな

らない。 

附 則 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。 
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（余白） 
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議案第９号 

 

 

   筑紫野市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の    

   制定について 

 

 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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   筑紫野市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

(令和  年  月  日条例第  号) 

 

 

目次 

 第1章 総則(第1条・第2条) 

 第2章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

  第1節 利用定員に関する基準(第3条) 

  第2節 運営に関する基準(第4条－第32条) 

 第3章 雑則(第33条) 

 附則 

   第1章 総則 

 (趣旨) 

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」とい

う。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園

支援事業(特定乳児等通園支援(法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援

をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)の運営の基準に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 (一般原則) 

第2条 特定乳児等通園支援事業者(法第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業

者をいう。以下同じ。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的

負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供

を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく

確保されることを目指さなければならない。 

2 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給

対象小学校就学前子ども(法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもを

いう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子

どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。 

3 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、

福岡県、筑紫野市(以下「市」という。)、特定教育・保育施設等(法第27条第1項

に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業
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者をいう。以下同じ。)、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支

援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。 

4 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給

対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する

等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通

園支援事業を行う事業所(以下「特定乳児等通園支援事業所」という。)の職員に

対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

   第2章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

    第1節 利用定員に関する基準 

第3条 特定乳児等通園支援事業者は、1時間当たりの利用定員(法第54条の2第1項の

確認において定めるものに限る。次項において同じ。)を定めるものとする。 

2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども(法第30条の16に規定す

る乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)が当該特定乳児等通園支援事業

者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所

が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して1月当たりの利用定員を定めるも

のとする。 

    第2節 運営に関する基準 

 (面談) 

第4条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等

通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最

初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子

ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境

を把握するための当該保護者との面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を

相互に認識しながらする通話を含む。)を行わなければならない。 

2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第

19条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第12条の規定により当該特

定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定

乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。 

3 特定乳児等通園支援事業者は、第1項の面談において、前項の重要事項を説明し、

当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければ
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ならない。 

 (正当な理由のない提供拒否の禁止) 

第5条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者(法第30条の15第3

項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。)から利用の申込みを

受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

 (あっせん及び要請に対する協力) 

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用につ

いて法第54条の3において準用する法第54条第1項の規定により市が行うあっせん

及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

 (乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認) 

第7条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等

通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最

初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第

30条の15第3項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・

子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の24各号に掲げる事項を

確認するものとする。 

 (乳児等支援給付認定の申請に係る援助) 

第8条 特定乳児等通園支援事業者は、法第30条の15第1項の認定(以下この条におい

て「乳児等支援給付認定」という。)を受けていない保護者から利用の申込みがあ

った場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が

行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

 (心身の状況等の把握) 

第9条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳

児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定

子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支

援の利用状況その他の教育・保育等(法第56条第1項に規定する教育・保育等をい

う。)の利用の状況の把握に努めなければならない。 

 (特定教育・保育施設等との連携) 

第10条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供

される法第27条第1項に規定する特定教育・保育及び法第29条第1項に規定する特

定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情
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報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。 

 (特定乳児等通園支援の提供の記録) 

第11条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供し

た日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

 (支払) 

第12条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領(法第30条の20第5項(法第30条

の21第3項において準用する場合を含む。)の規定により市が支払う特定乳児等通

園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児

等通園支援事業者が受領することをいう。次条において同じ。)を受けないときは、

乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園

支援費用基準額(法第30条の20第3項に規定する額をいう。次項において同じ。)の

支払を受けるものとする。 

2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支

援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必

要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用とし

て見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額

の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができ

る。 

3 特定乳児等通園支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支

援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳

児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

(1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費 

 用 

 (2) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

 (3) 食事の提供に要する費用 

 (4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に

要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに

係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認めら

れるもの 

4 特定乳児等通園支援事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用

- 87 -



の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付

しなければならない。 

5 特定乳児等通園支援事業者は、第2項及び第3項の金銭の支払を求める際は、あら

かじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を

求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保

護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第3項

の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。 

 (乳児等支援給付費の額に係る通知等) 

第13条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係

る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、

当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければな

らない。 

2 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係

る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利

用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提

供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

 (特定乳児等通園支援の取扱方針) 

第14条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容につ

いて内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22

年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)の特性に

留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、

特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。 

 (特定乳児等通園支援に関する評価等) 

第15条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の

評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

2 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果

を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

 (相談及び援助) 

第16条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保護

者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に
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努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じる

とともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

 (緊急時等の対応) 

第17条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行っ

ているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な

場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡

を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 (乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知) 

第18条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援

給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によっ

て乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見

を付してその旨を市に通知しなければならない。 

 (運営規程) 

第19条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程(第22条において「運営規程」という。)を定めておかなければならな

い。 

 (1) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

 (2) その提供する特定乳児等通園支援の内容 

 (3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

 (4) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

 (5) 第12条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、

支払を求める理由及びその額 

 (6) 第3条第1項の規定により定める1時間当たりの利用定員 

 (7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に

当たっての留意事項 

 (8) 緊急時等における対応方法 

 (9) 非常災害対策 

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (11) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

 (勤務体制の確保等) 

第20条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特
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定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごと

に職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

2 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児

等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。

ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、こ

の限りでない。 

3 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上の

ために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 (利用定員の遵守) 

第21条 特定乳児等通園支援事業者は、第3条第1項の規定により定める1時間当たり

の利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

 (掲示等) 

第22条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、

運営規程の概要、職員の勤務の体制、第12条の規定により乳児等支援給付認定保

護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園

支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信

回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として

公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当

するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。 

 (乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則) 

第23条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、

信条、社会的身分又は第12条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いを

してはならない。 

 (虐待等の禁止) 

第24条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児

童福祉法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子ども

の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 (秘密保持等) 

第25条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業

務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならな

い。 
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2 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族

の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

3 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援

事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支

援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳

児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなけ

ればならない。 

 (情報の提供等) 

第26条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しよ

うとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希

望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、

その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなけ

ればならない。 

2 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をす

る場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

 (利益供与等の禁止) 

第27条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業(法第59条第1号に規定する事

業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用

者支援事業者等」という。)、教育・保育施設、地域型保育事業者(地域型保育を

行う事業者をいう。次項において同じ。)若しくは乳児等通園支援事業者(乳児等

通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。)又はその職員に対し、支給対

象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹

介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

2 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保

育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学

前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益

を収受してはならない。 

 (苦情解決) 

第28条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳

児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援
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給付認定子どもの家族(以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」とい

う。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口

の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内

容その他の事項を記録しなければならない。 

3 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等

支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努め

なければならない。 

4 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第30

条の13において準用する法第14条第1項の規定により市が行う報告若しくは帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市の職員からの質問若しくは

特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、

及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が行う調査に協力すると

ともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。 

5 特定乳児等通園支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を市に報告しなければならない。 

 (地域との連携等) 

第29条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

 (事故発生の防止及び発生時の対応) 

第30条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次

の各号に定める措置を講じなければならない。 

 (1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故

発生の防止のための指針を整備すること。 

 (2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該

事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備する

こと。 

 (3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通

園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該乳児等支援給付
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認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

3 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついて記録しなければならない。 

4 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通

園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。 

 (会計の区分) 

第31条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事

業の会計と区分しなければならない。 

 (記録の整備等) 

第32条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び

会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通

園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から5年間保存し

なければならない。 

 (1) 第14条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

 (2) 第11条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

 (3) 第18条の規定による市への通知に係る記録 

 (4) 第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 第30条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての

記録 

   第3章 雑則 

 (電磁的記録等) 

第33条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが

規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的

記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。以下この条において同じ。)により行うことができる。 
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2 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出につ

いては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の

交付又は提出に代えて、第4項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者

の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」と

いう。)を電子情報処理組織(特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機

と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において

「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該

特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。 

 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

  ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保

護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信

者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

  イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧

に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該

乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的

方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、

特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにそ

の旨を記録する方法) 

 (2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファ

イルに記載事項を記録したものを交付する方法 

3 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力

することにより文書を作成することができるものでなければならない。 

4 特定乳児等通園支援事業者は、第2項の規定により記載事項を提供しようとすると

きは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法に

よる承諾を得なければならない。 

 (1) 第2項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの 

 (2) ファイルへの記録の方式 
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5 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付

認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨

の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第2項に規定する

記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援

給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

6 第2項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得につ

いて準用する。この場合において、第2項中「書面等の交付又は提出」とあり、及

び「書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあ

るのは「書面等による同意」と、「第4項」とあるのは「第6項において準用する

第4項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出し

た」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同

意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受け

ない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第3項中

「前項各号」とあるのは「第6項において準用する前項各号」と、第4項中「第2項」

とあるのは「第6項において準用する第2項」と、「記載事項を提供しよう」とあ

るのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得よう

とする」と、同項第1号中「第2項各号」とあるのは「第6項において準用する第2

項各号」と、第5項中「前項」とあるのは「第6項において準用する前項」と、

「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第2項に規定する記載事

項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み

替えるものとする。 

 (委任) 

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

   附 則 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。 
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（余白） 
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議案第１０号 

 

 

   筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例及び筑紫野市特別会計条    

   例の一部を改正する条例の制定について                 

 

 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   

- 97 -



筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例及び筑紫野市特別会計条例    

の一部を改正する条例 

(令和  年  月  日条例第  号) 

 

 

(筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正) 

第1条 筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和30年筑紫野町条例第22号)

の一部を次のように改正する。 

第2条に次の1号を加える。 

(12) 筑紫地区障害支援区分等審査会委員 

第3条第1項中「第11号」を「第12号」に改める。 

別表第1選挙立会人の項の次に次のように加える。 

筑紫地区障害支

援区分等審査会

委員 

会長及び合議体の長 12,500  

委員 10,500  

第2条 筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第2条第12号を削る。 

  第3条第1項中「第12号」を「第11号」に改める。 

別表第1筑紫地区障害支援区分等審査会委員の項を削る。 

(筑紫野市特別会計条例の一部改正) 

第3条 筑紫野市特別会計条例(平成12年筑紫野市条例第7号)の一部を次のように改正

する。 

第2条第1項に次の1号を加える。 

(4) 筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計 筑紫地区障害支援区分等審

査会事業 

第4条 筑紫野市特別会計条例の一部を次のように改正する。 

  第2条第1項第4号を削る。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令

- 98 -



和10年4月1日から施行する。 

 (筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計の廃止に伴う経過措置) 

2 第4条の規定による改正前の筑紫野市特別会計条例に基づく筑紫地区障害支援区分

等審査会事業特別会計に係る令和9年度の出納整理及び決算の事務に関しては、な

お従前の例による。 
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（余白） 
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議案第１１号 

 

 

   筑紫野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について    

 

 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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筑紫野市介護保険条例の一部を改正する条例 

(令和  年  月  日条例第  号) 

 

 

筑紫野市介護保険条例(平成12年筑紫野市条例第9号)の一部を次のように改正する。 

附則に次の1条を加える。 

(令和8年度における保険料の減免の特例) 

第9条 令和8年度の保険料に限り、第11条第2項の規定にかかわらず、市長が特に必

要と認める場合は、申請によらず減免することができる。 

附 則 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。 
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議案第１２号 

 

 

   筑紫野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め    

   る条例の一部を改正する条例の制定について               

 

 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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筑紫野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例 

(令和  年  月  日条例第  号) 

 

 

筑紫野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成

26年筑紫野市条例第22号)の一部を次のように改正する。 

第10条第3項第1号中「保育士」の次に「(福岡県の区域に係る法第18条の29に規定

する地域限定保育士を含む。)」を加える。 

附 則 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。 
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議案第１３号 

 

 

   前畑遺跡保存活用計画策定委員会設置条例の制定について    

 

 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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前畑遺跡保存活用計画策定委員会設置条例 

(令和  年  月  日条例第  号) 

 

(設置) 

第1条 筑紫野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、国史跡前畑遺跡の保

存活用計画(以下「計画」という。)の策定に関して、地方自治法(昭和22年法律第

67号)第138条の4第3項の規定に基づき、前畑遺跡保存活用計画策定委員会(以下

「委員会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 計画の策定に必要な調査、審議等に関すること。 

(2) その他計画の策定のために必要な事項に関すること。 

(組織) 

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 識見を有する者 

(2) その他教育委員会が必要と認める者 

(委員の任期) 

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

(会長及び副会長) 

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

(会議) 

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が必要に応じ

て招集する。 

2 会長は、会議の議長となる。 
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3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

5 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を

聴くことができる。 

(報酬及び費用弁償) 

第7条 委員には、筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和30年筑紫野町条

例第22号)で定めるところにより報酬を支給する。 

2 委員には、筑紫野市職員等の旅費に関する条例(平成3年筑紫野市条例第37号)で定

めるところにより費用弁償を支給する。 

3 委員以外の者には、証人等の実費弁償に関する条例(平成3年筑紫野市条例第29号)

で定めるところにより実費弁償を支給する。 

(庶務) 

第8条 委員会の庶務は、教育部文化財課において行う。 

(委任) 

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。 
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（余白） 
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議案第１４号 

 

 

   筑紫野市火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について    

 

 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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筑紫野市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

(令和  年  月  日条例第  号) 

 

 

筑紫野市火入れに関する条例(昭和59年筑紫野市条例第7号)の一部を次のように改

正する。 

第14条第1項中「又は」を「若しくは乾燥注意報が発表され、又は林野火災に関す

る注意報若しくは」に改め、同条第2項中「とき、」を「場合」に改め、「若しくは」

の次に「乾燥注意報が発表され、若しくは林野火災に関する注意報若しくは」を加え、

「ときには」を「場合には」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１５号 

 

 

   辺地に係る公共的施設の総合整備計画について 

 

 

 上記の計画案について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別

措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）第３条第１項の規定に基づき別紙のと

おり議会の議決を求める。 

 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

 

筑紫野市長  平 井 一 三   
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辺地に係る公共的施設の

総合的な整備に関する財

政上の計画 
 
 
 
 

第１３次１ヶ年計画 
（令和 8年度） 

 
 
 
 
 
 
 

 

- 112 -



総 合 整 備 計 画 書 

 

福岡県筑紫野市本道寺・柚須原・香園辺地 

（辺地の人口 172 人 面積 9.9k ㎡）  

 

１． 辺地の概況 

 

（１）辺地を構成する町又は字の名称 本道寺・柚須原・香園 

（２）地域の中心の位置  大字本道寺 134 番地 3 

（３）辺地度点数   160 点 

 

２． 公共的施設の整備を必要とする事情 

 

当辺地は、市の中心部より 10 ㎞以上遠距離の山間部に位置しており、当辺地にあ

る竜岩自然の家は社会教育施設として、地域の活性化に寄与してきたが、当該施設の

宿泊棟には空調設備がないため、夏季の熱中症対策や、冬季の利用者が少ない等の

課題がある。 

空調設備を新設することにより、安全性・快適性を高め、来訪者の増加を図り、より一

層の地域の活性化に寄与することができる。 

 

３． 公共的施設の整備計画 

 

令和８年度(１年間） 

（単位：千円） 

施設名 

区分 

 

事業主体名 

事業費 
財源内訳 一般財源のうち

辺 地 対 策 事 業

債の予定額 特定財源 一般財源 

竜岩自然の家 筑紫野市 47,003 0 47,003 47,000 

合  計 47,003 0 47,003 47,000 
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（余白） 
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議案第１６号 

 

 

   字の区域及び名称の変更について 

 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２６０条第１項の規定により、本市内の字

の区域及び名称を別紙のとおり変更する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

 

筑紫野市長  平 井 一 三   
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 次の区域をむさしヶ丘五丁目に変更する。 

大  字 地     番 

萩  原 ２１番、２２番、２２番２、２３番１、２３番２、２３番３、 

２３番４、２４番、２６番１、２６番３、２６番７、２６番８、

２６番９、２７番１、２７番２、２７番３、２７番４、２８番、

２８番２、３１番１、３１番４、３１番６、３２番１、３２番２、

３３番、３４番、３５番１、３５番５、３６番１、３６番６、 

３７番１、４９番１、４１２番３、４１２番４、４１２番８、 

４１２番９、４１３番２、４１３番８ 

筑  紫 １３８２番１、１３８３番１、１３８３番３、１３８３番４、 

１３８３番５、１３８３番６、１３８４番６、１３８４番７、 

１３８３番１０、１３８３番１１、１３８３番１２、 

１３８６番２、１３８７番、１３８８番１、１３８８番２、 

１３８８番６、１３８８番７、１３９０番２、１３９０番４、 

１３９２番１、１４２８番１、１４２８番３、１４２９番１、 

１４２９番５、１４２９番８、１４２９番９、１４２９番１０、 

１４２９番１７ 

前記地番は、令和8年1月5日現在の登記簿による。 
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議案第１７号 

 

 

水道の給水協定に関する協議について 

 

 

 上記のことについて、別紙のとおり議会の議決を求める。 

 

 

 

令和８年２月２５日提出 

 

 

 

筑紫野市長  平 井 一 三   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 筑慈苑施設組合等の要望により、筑慈苑及び山家スポーツ公園の利用者が、隣接

する筑前町の水道を利用できるようにするため、筑前町と本市との給水協定を締結

するにあたり、地方自治法（昭和22年法律第67号）第２４４条の３第３項の規定に

より議会の議決を求めるものである。 
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筑前町と筑紫野市との水道の給水に係る協定 

 

 

筑前町（以下「甲」という。）と筑紫野市（以下「乙」という。）は、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第２４４条の３の規定に基づき、乙の区域内に位置する筑慈苑

施設組合及び筑紫野市山家スポーツ公園の利用者に、甲の水道を利用させるため、必

要な水道施設（以下「施設」という。）を甲乙の区域内に設けること、及びその利用に

供させるための区域（以下「給水する区域」という。）の設定並びに水道料金、加入金、

給水装置の新設等の費用（以下「料金等」という。）について協議し、次のとおり協定

を締結するものとする。 

 

（給水する区域） 

第１条 甲が乙に対し給水する区域は、筑紫野市大字山家の一部（筑慈苑施設組合及

び筑紫野市山家スポーツ公園）とし、別添位置図に示すとおりとする。  
（料金等） 

第２条 料金等は、筑前町水道事業給水条例（平成 17 年筑前町条例第 142 号）、その

他の筑前町の規程に定めるところによる。 

（期間） 

第３条 協定の期間は、この協定の締結日から甲乙がこの協定の対象となる施設の用

途廃止をする日までとする。 

（疑義の解決方法等） 

第４条 この協定に定めていない事項について定める必要が生じたとき、又はこの協

定に定める事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上で定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１

通を保有するものとする。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

             甲 朝倉郡筑前町篠隈 373 番地 

               筑前町 

筑前町長   田 頭 喜 久 己 

 

 

             乙 筑紫野市石崎一丁目１番１号 

筑紫野市 

               筑紫野市長  平 井 一 三 
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（余白） 
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議案第１８号 

 

 

下水道の排水協定の変更に関する協議について 

 

 

 上記のことについて、別紙のとおり議会の議決を求める。 

 

 

 

令和８年２月２５日提出 

 

 

 

筑紫野市長  平 井 一 三   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 下水道事業の円滑な運営のため、本市と筑前町との間で下水道の排水に係る協定

を締結しているが、筑慈苑施設組合等の要望により、筑慈苑及び山家スポーツ公園

の利用者が、隣接する筑前町の下水道を利用できるようにするため、協定内容（排

水区域）の一部を変更するにあたり、地方自治法（昭和22年法律第67号）第２４４

条の３第３項の規定により議会の議決を求めるものである。 
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筑紫野市と筑前町との下水道の排水に係る協定の一部変更 

 

 

平成 25 年４月１日付けで締結した筑紫野市と筑前町との下水道の排水に係

る協定（以下「原協定」という。）の一部を、次のとおり変更する。 

 

（原協定の一部変更） 

原協定第１条中「別添位置図」を「別添の位置図１及び位置図２」に変更す 

る。  

原協定の第２条に次の１項を加える。 

４  前条別添の位 置図２で定めた区域における工事の施行及び負担金につ

いては、前３項の規定は適用しない。 

（別添資料の変更） 

別添位置図を位置図１とし、位置図２を加える。 
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筑紫野市と筑前町との下水道の排水に係る協定 

 

 筑紫野市（以下「甲」という。）と筑前町（以下「乙」という。）は、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第 244 条の３の規定に基づき、それぞれの市町の区域外に下水

道管渠施設（以下「施設」という。）を設けること及びそれぞれ他市町の施設を自己

の住民の利用に供させるための区域（以下「排水する区域」という。）の設定及び施

設の維持管理等について協議し、次のとおり協定を締結するものとする。 

 

（排水する区域） 

第１条 乙が甲に対し排水する区域は、筑前町二の一部とし、甲が乙に対し排水する

区域は、筑紫野市大字山家の一部とするものとし、それぞれ別添の位置図１及び位

置図２に示すとおりとする。 

 

 （工事の施行及び負担金） 

第２条 前条の排水する区域における施設の工事の施行は、当該工事を実施する年度

の前年度までに甲乙協議を行い、工事の実施年度の早い市町が行うものとする。 

２ 前項の工事に要した費用は、甲乙に係る当該工事個所の排水面積の割合により負

担するものとする。 

３ 供用開始後において取付管の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行う場合は、

甲乙協議して工事を実施するものとする。 

４ 前条別添位置図２で定めた区域における工事の施行及び負担金については、前３

項の規定は適用しない。 

 

 （維持管理及び負担金） 

第３条 施設の維持管理は、当該施設の工事をした市町が行うものとし、その要した

費用は、甲乙協議して負担金額を決定し負担するものとする。 

 

 （排水設備工事） 

第４条 排水設備等の新設等の工事は、当該工事を行う土地の所在する市町が指定し

た排水設備工事店が実施するものとする。 

 

 （下水道使用料の賦課及び徴収） 

第５条 下水道使用料の賦課及び徴収は、当該下水道使用料に関する土地の所在する

市町が行うものとする。 

 

 （受益者負担金の賦課及び徴収） 

第６条 受益者負担金の賦課及び徴収は、当該受益者負担金の対象となる土地の所在

する市町が行うものとする。 
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 （期間） 

第７条 この協定の期間は、甲乙がこの協定の対象となる施設の用途廃止を決定する

までの期間とする。 

 

 （疑義の解決方法等） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた場合については、その都度甲乙

協議して定めるものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１

通を保有するものとする。 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

甲 筑紫野市石崎１丁目１番１号 

  筑紫野市 

                 代表者 市長  平 井 一 三   

 

乙 朝倉郡筑前町篠隈 373 番地 

  筑前町 

                 代表者 町長  田 頭 喜 久 己   
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議案第１９号 

 

 

   令和７年度筑紫野市一般会計補正予算（第１０号）について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第２０号 

 

 

   令和７年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）に   

ついて 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第２１号 

 

 

   令和７年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）について   

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第２２号 

 

 

   令和７年度筑紫野市二日市財産区特別会計補正予算（第１号）について   

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。  

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第２３号 

 

 

   令和７年度筑紫野市御笠財産区特別会計補正予算（第１号）について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。  

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第２４号 

 

 

   令和７年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計補正予算（第１号）について  

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。  

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第２５号 

 

 

   令和７年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第４号）について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 

- 142 -



議案第２６号 

 

 

   令和７年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第３号）について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第２７号 

 

 

   令和８年度筑紫野市一般会計予算について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第２８号 

 

 

   令和８年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計予算について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第２９号 

 

 

   令和８年度筑紫野市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第３０号 

 

 

   令和８年度筑紫野市奨学資金貸与事業特別会計予算について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第３１号 

 

 

   令和８年度筑紫野市介護保険事業特別会計予算について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第３２号 

 

 

   令和８年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第３３号 

 

 

   令和８年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計予算について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第３４号 

 

 

   令和８年度筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計予算について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第３５号 

 

 

   令和８年度筑紫野市二日市財産区特別会計予算について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 161 -



（余白） 

- 162 -



議案第３６号 

 

 

   令和８年度筑紫野市御笠財産区特別会計予算について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 
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議案第３７号 

 

 

   令和８年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計予算について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

  令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三 
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（余白） 

- 166 -



 

議案第３８号 

 

 

令和８年度筑紫野市水道事業会計予算について 

 

 

 上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

令和８年２月２５日 

 

 

 

筑紫野市長  平 井 一 三   
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（余白） 

- 168 -



 

議案第３９号 

 

 

令和８年度筑紫野市下水道事業会計予算について 

 

 

上記の予算案を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

令和８年２月２５日 

 

 

 

                     筑紫野市長  平 井 一 三   
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